
ごみ有料化とごみの出し方の変更に関する住民説明会 

主な意見と質問 

 

開催日時・会場 

令和 7年 5月 28日(水) 19時～ くつろぎ苑 

5月 29日(木) 19時～ やすらぎ苑 

5月 30日(金) 19時～ 中央公民館 

 

 

自己搬入施設について 

 

◇意見 

・自己搬入施設に web予約やキャッシュレス決済を導入してほしい 

・自己搬入施設の開設日時を拡充してほしい 

・自己搬入施設の予約が取れないことはないようにしてほしい 

・自己搬入施設をもう 1か所設けてはどうか 

〉自己搬入施設の予約方法（web 予約）、開設日時、決済方法（キャッシュレス決済）については

令和 7年 10月からの稼働開始後、利用状況や利用者の方のご意見を聞きながら改善を図ってい

きます。 

・他市町からのごみ流入を防ぐため、自己搬入施設では住所の確認をしてほしい 

〉自己搬入施設の予約時に住所の確認を行います。 

・自己搬入施設は通学路と隣接しており危険ではないか 

〉自己搬入施設は完全予約制で、通学時間を避けて開設します。 

・エコステーションと自己搬入施設、それぞれ何が持ち込めるか示してほしい 

〉今年度作成するごみの出し方リーフレット等で詳しく示します。 

 

◇質問 

・自己搬入施設の予約方法を教えてほしい 

〉自己搬入施設は完全予約制で、電話により予約します。電話番号等の予約方法は今後町ホームペ

ージ、チラシ、ごみ収集計画表等でお知らせします。 

・自己搬入施設には 1回に何点まで持ち込めますか？ 

・自己搬入施設に持ち込む際、事前に仕分けは必要ですか？ 

・自己搬入施設に持ち込む際、どんな袋にいれてもいいですか？ 

・自己搬入施設に持ち込む際、少量であっても 10kgまでは 200円かかりますか？ 

〉自己搬入施設には 1回におよそ 10点まで持ち込めます。ごみ袋や段ボールにまとめた場合はそ

れで 1 点となります。ごみ袋や段ボールに指定はなく、事前に仕分けする必要はありません。

少量であっても 10kgまで 200円が必要です。 

・自己搬入施設は 1日に何件くらいの利用を想定していますか？ 



〉自己搬入施設は 1日あたり 20件程度までの利用を想定しています。 

 

 

指定ごみ袋について 

 

◇意見 

・指定ごみ袋以外の市販のごみ袋も使えるようにしてほしい 

〉令和 8 年 4 月からはごみ有料化に対応した新しいごみ袋に変更するため、すべての町民の皆さ

まに指定ごみ袋を使用していただくようお願いします。 

・新しいごみ袋は現在のものより厚手でやぶれにくいものにしてほしい 

・新しいごみ袋はカラスやネコの被害にあわないように素材や色を研究してほしい 

 

◇質問 

・現在のごみ袋は令和 8年 4月からは使えなくなりますか？ 

〉現在のごみ袋は令和 8 年 4 月以降使用できませんので、計画的に購入していただきますようお

願いします。 

・現在のごみ袋はいつまで販売しますか？ 

〉現在のごみ袋は令和 8年 3月まで販売します。 

 

 

ごみの出し方について 

 

◇意見 

・プラスチック製容器包装類の自治会毎の収集回数は減らさないでほしい 

〉令和 8年 4月以降の収集回数は未定です。 

・ステーションへのごみ排出は自治会加入者以外できないようにしてほしい 

・戸別収集を実施してほしい 

 

◇質問 

・民間の回収ボックスの利用方法について 

〉今年度作成するごみの出し方リーフレットで、町内にある民間の回収ボックスの所在地等をお

知らせする予定です。 

 

 

ごみ出し困難者への支援について 

 

◇意見 

・高齢者や車が無い人への対応を検討してほしい 

・地区ごとに支援してはどうか 

〉自己搬入施設への持込みが難しい方への支援策について検討します。 



 

 

ごみ有料化について 

 

◇意見 

・有料化決定までにもっと住民の意見を聞くべき 

 

◇質問 

・紙ごみや緑ごみの売却収入について 

〉紙類がおよそ 45万円、緑ごみの収入はありません。 

・ごみ処理にかかる経費の収支について 

〉手数料収入についてはごみ処理にかかる経費に充当します。 

・岐阜羽島衛生施設組合の負担金について 

〉岐阜羽島衛生施設組合の負担金は、令和 9年以降、年間のごみ搬入量に基づいて算定されます。 

 

その他 

 

◇意見 

・ごみ減量について住民に対する周知をもっと行うべき 

・ごみ減量に関心の低い町民にも届くような周知を進めてほしい 

〉今後も HP や広報紙等を活用し、ごみ有料化や出し方の変更について、周知するよう努めます。 

・有料化により不法投棄の増加が懸念されることから対策を徹底してほしい 

・環境美化監視員の精力的な取組みにより、不法投棄が減っている地区もある 

〉不法投棄は廃棄物処理法で禁止されており、刑法上の犯罪として罰則があります。個人の場合は

5年以下の懲役または 1,000万円以下の罰金、法人の場合は 3億円以下の罰金です。不法投棄防

止対対策として、警察と連携しパトロールの強化、適切な処分方法の周知を進めていきます。 

・可燃ごみのステーションの設置場所を工夫して配置している自治会がある 

・紙ごみのリサイクルを進める施策について 

 


